農地を相続した方へ


農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要になります。（農地法第３条の３）
[bookmark: _GoBack]届出をしなかった場合、１０万円以下の過料が科される可能性があります。（農地法第６９条）

※法務局で行う相続登記とは別に必要な届出です。相続登記だけをしても届出がなければ、農業委員会が管理する農地台帳上の農地の所有者は変わりませんのでご注意ください。
※相続発生日からおおむね１０ヶ月以内に届出が必要です。
※相続登記が終わり次第、届出をお願いします。
※相続登記は令和６年４月１日より義務化されています。（不動産登記法第７６条の２第１項）

対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
相続等（※）により農地の権利を取得した方　
※相続・遺産分割・包括遺贈など

届出先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農業委員会事務局
（他市町村の農地も相続した場合は、その農地の所在する農業委員会へ届出が必要です。）

提出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 農地法第３条の３第１項の規定による届出書（別紙様式）
2 登記完了証の写し　又は　農地の登記事項証明書の写し
3 委任状（任意様式）【当事者以外の方が届出する場合】

【問い合わせ先】
小美玉市農業委員会事務局
〒319-0192　茨城県小美玉市堅倉835番地
電話：0299-48-1111（内線1501～1503）
Email  nogyo@city.omitama.lg.jp

